
NO 質問内容 回答

1
図柄ナンバープレートにゆるキャラを起用している他事例（「熊本_くま
モン」「愛媛_みきゃん」「群馬_ぐんまちゃんワールド」）のような構図で
「きいちゃん」を使用することは認められるか。

本公募において、ご質問のような使い方をする場合は、「きいちゃん」のイメージを損な
わないようにご留意ください。
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